
国語分科会における審議状況と今後の主な課題 

 

 

１．これまでの審議状況  

○ 国語分野：国語課題小委員会について 

国語課題小委員会では,平成 25 年 2 月に文化審議会国語分科会で取りまとめた「国語分

科会で今後取り組むべき課題について（報告）」に挙げられていた検討課題のうち「コミ

ュニケーションの在り方」と「言葉遣い」を取り上げ，平成 28 年度から審議を進めてき

た。 

その検討結果を,平成 30 年３月２日の国語分科会において,「分かり合うための言語コ

ミュニケーション（報告）」として取りまとめた。 

〈報告の概要については,国語分科会参考資料１を参照〉 

 

○  日本語教育分野：日本語教育小委員会について 

   日本語教育小委員会では，「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理に

ついて（報告）」（平成 25 年２月）で整理した 11 項目の論点のうち，「論点５ 日本語教

育の資格について」と「論点６ 日本語教員の養成・研修について」を取り上げ，平成 28

年度から審議を進めてきた。 

その検討結果を,平成 30 年３月２日の国語分科会において,「日本語教育人材の養成・

研修の在り方について（報告）」として取りまとめた。 

〈報告の概要については,国語分科会参考資料２を参照〉 

 

 

２．今後の課題  

○ 国語分野 

  国語課題小委員会において，公用文の在り方について審議を行い,平成 31 年度中をめど

に報告を取りまとめる予定。 

 

○  日本語教育分野 

日本語教育小委員会において，引き続き，日本語教育人材の養成・研修の在り方のうち,

就労を希望する外国人，難民，海外の各活動分野について審議を行うとともに,資格の在

り方についても審議を行い,平成 30 年度中をめどに報告を取りまとめる予定。 

資料１ 



 

 

 

「分かり合うための言語コミュニケーション（報告）」の概要 
 

 

言語コミュニケーションの四つの要素 

 

目的，場面や状況と調和するように，また，
相手の気持ちに配慮した言い方を工夫し
て伝え合うこと。 

【ふさわしさ】 

言葉によって円滑に伝え合うための手掛かり 

 

互いにとって必要な内容を誤りなくかつ過

不足なく伝え合うこと。 

 

互いが内容を十分に理解できるように，表

現を工夫して伝え合うこと。 
 

 

伝え合う者同士が，互いに心地良い距離を

とりながら伝え合うこと。 

価値観が多様化し，共通の基盤が見つけにくくなるおそれのあるこれからの時代においては，
言葉によって，考え方や気持ちを表し，互いに対する理解を深めていくことが欠かせない。 

四つの要素を意識
し，目的に応じてそ
れぞれの優先順位や
バランスを調整する 

【正確さ】 

【分かりやすさ】 【敬意と親しさ】 

 

問いの例 
 
➢ 言葉の誤解はどのような場合に起こりやすいのでしょうか。具体的に教えてください。 
➢ 分かりやすさに配慮する上で，書き言葉と話し言葉では，それぞれどのようなことに注意す

るといいでしょうか。 
➢ 1対 1や数人での会話，十数人程度に対しての話し方，もっと大勢を前にしたときの話し方

では，注意するところがどのように変わるでしょうか。 
➢ 敬意は敬語を使えば表せるような気がしますが，親しさを表すには，例えばどんな工夫がで

きるでしょうか。 
 

四つの要素を意識した言語コミュニケーションに関するＱ＆Ａ（35 問） 

これからの時代のコミュニケーションに必要な考え方 
 

◇ 多様性を前提として，互いに歩み寄るよう努める 
◇ 人の言葉遣いは寛容に受け止め，自身は適切な言葉を使うよう努める 
◇ 敬語を適切に用いるとともに，親しさを示す言葉遣いも意識する 
◇ 語彙を幅広く身に付け使いこなす 
◇ 情報化によって発展してきた伝え合いの手段や媒体の特性を意識する 
◇ 言葉による伝え合いの重要性を見直す 

 コミュニケーションやコミュニケーションに関する力については，大きな期待が寄せられてきた
一方で様々な捉え方やイメージがあり，常に通用する正解がない。当報告では，情報や考え，気持
ちを伝え合って共通理解を深める働き，「分かり合うためのコミュニケーション」に焦点化。 

四つの要素それぞれに五つの観点の例，更に観点の例ごとに三つの具体的な事項の例を掲出 
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参考資料 １ 



日本語教師の養成については，平成12年の「日本語教育のための教員養成について」に沿って，
大学等において実施されているが，平成12年に示された教育内容については，次のような課題が指摘されている。

検討に当たり，日本語教育人材について，次のとおり整理した。
【役 割】

（１）  日 本 語 教 師  ： 日本語学習者に直接日本語を指導する者
（２）  日本語教育コーディネーター ：

日本語教育プログラムの策定・教室運営・改善，日本語教師等に対する指導・助言を行うほか，
多様な機関との連携・協力を担う者

（３）日本語学習支援者： 日本語教師や日本語教育コーディネーターと共に日本語学習者の日本語学習を支援し，促進
する者

【段 階】 （１）日本語教師については，三つの段階に整理した。
①養 成・・・日本語教師を目指す者
②初 任・・・日本語教師の養成段階を修了した者で，それぞれの活動分野に新たに携わる者
③中 堅・・・日本語教師として初級から上級までの技能別指導を含む十分な経験を有する者

（２）日本語教育コーディネーターは，（１）日本語教師③中堅を経た者とし，特に次の２者について検討した。
①関係機関との連携の下，「生活者としての外国人」に対する教育プログラムの編成・実施に携わる地域日本語教育

コーディネーター
②在留資格「留学」が取得できる法務省が告示した日本語教育機関で教育課程の編成や他の教員の指導を担う主任教員

「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」の概要

１．検討の経緯等

● 幅広い教育内容が示されているが，様々な活動分野や役割に応じた資質・能力や教育内容は示されていない。
● 三つの教育領域，五つの区分とそれに対応する教育内容の例等を示しているが，必ず学習すべき内容が明確に

示されてはいない。
● 提示以来18年が経過していることから，大学等における教育・研究の進展や社会情勢の変化に対応できていない。

国語分科会
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日本語教育人材の養成・研修のための教育内容及びモデルカリキュラム（教育課程編成の目安）について，役割・段階ごとに提示。
モデルカリキュラムには，想定される養成・研修実施機関別の教育内容，教育方法，単位数／単位時間数，科目名を例示。

（１）日本語教師【①養成】・・・教育実習をはじめ教授法，日本語教育のための日本語分析・文法・音韻と音声体系・文字と表記等，５０の教育内容を
「必須の教育内容」として示した。更に，大学等の教育機関において養成を実施する際のモデルカリキュラムを提示。

日本語教師【②初任】・・・各活動分野（「生活者としての外国人」，留学生，児童生徒等に対する日本語教育）別に，当該教育現場における
ＯＪＴ研修や，外部の集合研修などで実施する教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

日本語教師【③中堅】・・・分野横断的に必要とされる教育内容のほか現場の課題に取り組む形式の実践的研修を想定した教育内容を提示。

（２）日本語教育コーディネーター【①地域日本語教育コーディネーター】
・・・文化庁，地方公共団体，大学等が実施する研修の教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

日本語教育コーディネーター【②主任教員】
・・・教務面の責任者に必要とされる管理者研修の教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

（３）日本語学習支援者  ・・・多文化共生・日本語教育に興味・関心を持つ者を対象とした地方公共団体や大学等が実施する
研修の教育内容を提示。

３．日本語教育人材の養成・研修の在り方及び教育内容

１．日本語教育人材に共通して求められる基本的な資質・能力
（１）日本語を正確に理解し的確に運用できる能力を持っていること。
（２）多様な言語・文化・社会的背景を持つ学習者と接する上で，文化的多様性を理解し尊重する態度を持っていること。
（３）コミュニケーションを通じてコミュニケーションを学ぶという日本語教育の特性を理解していること。

２．専門家としての日本語教師に求められる資質・能力
（１）言語教育者として必要とされる学習者に対する実践的なコミュニケーション能力を有していること。
（２）日本語だけでなく多様な言語や文化に対して，深い関心と鋭い感覚を有していること。
（３）国際的な活動を行う教育者として，グローバルな視野を持ち，豊かな教養と人間性を備えていること。
（４）日本語教育に関する専門性とその社会的意義についての自覚と情熱を有し，常に学び続ける態度を有していること。
（５）日本語教育を通した人間の成長と発達に対する深い理解と関心を有していること。

３．役割・段階ごとに求められる日本語教育人材の資質・能力について，知識・技能・態度に分けて整理

２．日本語教育人材に求められる資質・能力



日本語教育人材 受 講 対 象 養成・研修の実施機関

日本語教師

養成 ○日本語教師を目指す者 ○大学等の教育研修機関

初任
○日本語教師【養成】を修了した者
○当該活動分野で新たに日本語教育に携わる者

○教育現場におけるＯＪＴ研修や大学等の教育研修機関

中堅
○各活動分野において初級から上級学習者の指導に十分な経験

（２４００単位時間以上※）を有する者
○大学等の教育研修機関

日本語教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域日本語教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

○中堅を経て，地域日本語教育において３年以上の実務経験を有し，
地方公共団体等でコーディネート業務にあたる者

○文化庁，地方公共団体 及び大学等の教育研修実施機関

主任教員 ○日本語教育機関において常勤経験３年以上を有する者 ○大学等の教育研修機関

日本語学習支援者 ○多文化共生・日本語教育に興味関心を持つ者 ○地方公共団体，大学等の教育研修機関，ＮＰＯ等

※1単位時間は45分以上とする。

（参考）日本語教育人材の役割・段階・活動分野に応じた養成・研修のイメージ


